
移送費支給申請書の記入例 
◎申請方法について、該

当する番号を○で囲ん

でください。 

 

◎組合員が申請される場

合は「1」を、組合員が

死亡された場合であっ

て遺族の方が申請され

る場合は「2」を○で囲

んでください。 

 

 

◎上の「申請者区分」で

｢2」を選択された場合

(組合員の遺族の方が   

申請される場合）のみ

記入してください。 

 

 

◎移送に要した費用をご

記入のうえ、領収書を

添付してください。 

 

◎受領方法について、組

合員ご本人の口座へ振

込送金を希望される場

合は「1」を、事業主等

の代理人への受領委任

（代理人を通じての受

領）を希望される場合

は「2」を○で囲んでく

ださい。 

 

◎上の「受領方法」で

｢2」を選択された場合

(代理人への受領委任を

希望される場合）のみ

記入してください。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

◎組合員(または遺族であ

る申請者)にご記入いた

だく項目です。被保険

者証等をご確認のうえ

記入してください。 

 

◎日中連絡がとれる電話

番号を記入し、「1 自

宅」～「3 その他」の

いずれかを○で囲んで

ください。 

 （「3」の場合、括弧内

にその種類を記入して

ください。） 

 

◎移送を受けた被保険者

氏名、その他申請内容

をご記入いただく項目

です。 

 （記入方法にご不明な

点がある場合、組合に

ご確認のうえ記入して

ください。） 

 

◎「2」の場合は組合員

（または遺族である申

請者）が記入年月日、

住所、氏名してくださ

い。 

 

◎振込先を記入してくだ

さい。（事業主への受領

委任を希望される場合

は記入不要です。） 

 記入誤りがあった場合

は振込送金ができませ

んので、できる限り通

帳の写しを添付してく

ださい。（その場合、こ

の欄は記入不要です。) 

  

 ◎事業主への受領委任を希望される場合、 
  ①「受領方法」欄の「2」を○で囲み、住所、氏名等を記入してください。 
  ② 代理人の「氏名」欄に事業所名称と、事業主氏名を記入してください。 

  この場合､｢申請者との関係」以下の項目と「振込先」欄の各項目は記入不要です｡ 
 

◎ 添付書類について 

 次の書類を必ず添付して提出してください。（必ず原本が必要となります。） 

  ・移送を必要とする医師の意見書 

 別紙「移送を必要とする意見書」に証明を受けていただくか、医療機関で交付されたものを添付してください。 

  ・移送に要した費用の領収書 

  ・け
・

が
・

のために移送が必要となり、申請される場合は、け
・

が
・

の原因、状況等を確認させていただく必要がありますので、「組合員負傷届」を添付してく

ださい。（「組合員負傷届」は組合ホームページから印刷できます。印刷環境がない場合は組合までご連絡ください。） 

○ 支給要件について 

  次のいずれにも該当する場合に支給します。 

  ア 移送により適切な保険診療を受けたこと。 

  イ 病気又はけ
・

が
・

により移動することが著しく困難であったこと。 

  ウ 緊急その他やむを得なかったこと。 

※ 支給額につきましては、別紙をご覧ください。 

② 

① 



移送費支給申請書の記入例（別紙） 
 

 

 

 

 

◎医師に記入を依頼して 

ください。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 医療機関で交付されたものを添付される場合、この意見書は添付不要です。 

（移送に要した費用の領収書は必ず原本を添付してください。） 

 

○ 支給額 

  次により算定した額を支給します｡ 

ア 経路は必要な診療を行える最寄りの病(医)院まで、病気又はけ
・

が
・

の状態に応じた最も経済的な経路で算定します。 

イ 運賃は病気又はけ
・

が
・

の状態に応じた最も経済的な交通機関の運賃で算定します。 

ウ 医師、看護師等の付添人については医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として１人までの交通費を算定

します。 

エ 移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその費用を支払った場合は、移送費とは

別に現に要した費用の範囲内で療養費を支給します。 

 

 


